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【 各 論 】

第 章

高齢者の活躍の促進

○ 高齢者の社会参画と生きがいづくり

○ 高齢者の就労支援と役割づくり
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第第４４章章 高高齢齢者者のの活活躍躍のの促促進進

１．基本的な考え方

〇 今日、元気な高齢者が増加する中で、いつまでも「学び続けたい」「地域とのつな

がりを持ちたい」「誰かの役に立ちたい」といった意識を持つ方が増え、就労を希

望する高齢者も多数います。

〇 地域活動や生涯学習など、社会において役割があることや、自身の意欲や能力を

生かす場があることは、高齢者自身の生きがいにつながるものであり、楽しみな

がら社会参加することで、健康増進や介護予防の効果が大いに期待できます。

○ 多様な社会経験を持つ高齢者が、支えられる側だけではなく、支援を必要とする

人々を支える側として、その意欲・能力を活かす社会参画が求められていること

から、地域活動等へ積極的に参加できる仕組みづくりを引き続き進めていきます。

２．計画期間内の達成目標

〇 引き続き生涯学習事業や生きがいづくりにより、高齢者の学習機会や活躍する機

会等の充実を図ります。

〇 ボランティアや地域活動などの社会参加につなげるため、潜在的なボランティア

希望者を活動に結び付けるなどの活動支援を進めます。

（１）活動指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

高齢者のボランティア登録

者数※
人 人 人

ゆめ寺子屋受講者数 人 人 人

※ 地域支援ネットワークボランティア登録者のうち６５歳以上の人

※ 令和５年度は実績値（見込み）

（２）成果指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

生きがいや楽しみを持って

いる高齢者の割合※
３ ７ ０

※ 高齢者一般調査で、全体回答数に占める「生きがいや楽しみを持っている」ま

たは「今後やりたい」と回答した人の割合
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つながりづくりポイント事業 令和５年度 令和８年度 令和 年度

参加型登録団体数 団体 団体 団体

支援型登録団体数 団体 団体 団体

活動者数※ 人 人 人

※ 「つなポン手帳」を所持している人

第第１１節節 高高齢齢者者のの社社会会参参画画とと生生ききががいいづづくくりり

第１項 社会参加の促進

１．老人クラブの支援

〇 単位老人クラブは、地域における高齢者の相互交流や奉仕活動の場としての役割

を担っています。また、高齢者の社会参加や生きがいづくり、健康づくりに対す

る意欲の向上といった効果が期待されることから、今後も市老人クラブ連合会と

連携しながら、その活動を支援します。

２．地域サロンの充実と支援

〇 地域サロンは、地域住民同士のコミュニケーションの機会を増やし、仲間づくり

や生きがいづくりを推進する効果が期待されることから、今後とも、各地域の生

活支援コーディネーターや社会福祉協議会等と連携し、地域サロン設立と活動継

続を支援していきます。

３．公民館事業やスポーツイベント、地域活動等の充実

〇 最も身近な活動や生涯学習の拠点である地域や公民館等の主催する体験事業、教

養講座、スポーツイベント等の充実により、協働や学びの楽しさを感じることが

できる機会を提供します。また、町内会活動等の啓発や周知により、地域活動へ

の参加の促進を図ります。

４．コミュニケーションの円滑化への支援

〇 加齢等により聴力が衰え、日常生活やコミュニケーションに支障のある場合、孤

独感を感じたり引きこもりがちになったりと、社会活動が阻害される可能性が高

くなることから、中等度難聴者に対し適切な受診や補聴器装用を促すことを目的

とした助成制度の創設を検討します。
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第２項 生涯学習の推進

．あいづわくわく学園の充実

〇 意欲的に仲間作りの輪を広げ、自身の生きがいづくりや目標づくりに繋げるとと

もに、地域社会のリーダーや担い手となりうる人材育成につながるよう、カリキ

ュラムの充実や実践的な活動機会の提供を図ります。

．ゆめ寺子屋の充実

〇 教養講座や健康講座等への参加を通して、心身の健康保持や生きがいづくり、社

会活動への参加につなげられるよう、カリキュラムの充実を図ります。

３．公民館の学習講座等の充実

〇 公民館は、最も身近な生涯学習施設であり、今後も身近で気軽に学習することが

でき、いくつになっても学ぶことの楽しさを感じることができるような各種講座

や体験事業の提供を図ります。

４．ふれあいセンター事業の充実

〇 天神ふれあいセンターでは、趣味や娯楽活動のほか介護予防運動や講座など、高

齢者の生きがいづくりや健康づくり、仲間づくりにつながる様々な催しを実施し

ています。

〇 河東園芸ふれあいセンターでは、園芸活動を主としながら、隣接した関連施設等

と連携した世代間交流や、高齢者の健康増進と認知症及び介護予防のための事業

を実施しています。

〇 今後も高齢者の生きがいづくりや健康づくり、さらには介護予防につながるよう

な取り組みを進めていきます。

５．つながりづくりポイント事業の推進

〇 つながりづくりポイント事業を推進し、ポイント付与を通じて活動者の参加意欲

を高めることで、市民の地域活動参加と高齢者の社会参加の促進や介護予防の推

進を図ります。

〇 事業の実施に当たっては、わかりやすく、参加しやすいものとなるよう、制度の

改善を行っていきます。
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第第２２節節 高高齢齢者者のの就就労労支支援援とと役役割割づづくくりり

第１項 高齢者の就労等支援

．シルバー人材センターへの支援

〇 働く意欲と能力をもった高齢者の就労を支援する市シルバー人材センターに対

する支援を通して、高齢者の就労の機会の確保と就労促進を図っていきます。ま

た、意欲ある高齢者が就業し、働き続けることができる環境整備を進めます。

２．多様な就労的活動の支援

〇 地域や介護施設の生活支援の担い手を広げる手法として、就労的活動（※）を

支援する仕組みづくりについて検討します。

※ 就労的活動

「役割がある形での社会参加」と表現されており、雇用労働と、有償・無償の支え合い活動

の中間的な社会参加の仕方を指す。個人の特性に合った活動であり、それが地域や社会への貢

献につながるもの。資格を生かした講師、農作業、配達や販売、軽作業などのほか、有償運送

の運転者などもこの一つと考えられる。

〇 介護人材の確保や介護離職対策が喫緊の課題であることから、豊かな社会経験

をもつ高齢者の再雇用や能力活用の機会につながる仕組みづくりについて、国

や県、民間事業者と連携して検討します。

第 項 高齢者のボランティアや地域活動での役割の充実

１．ボランティアへの取組

〇 高齢者の生きがいづくりの場として、また、高齢者の意欲・能力を発揮できる機

会として、ボランティア活動への参加を促進するため、社会福祉協議会等と連携

しながら、地域支援ネットワークボランティア事業の実施や、情報の発信等を通

じた意識の醸成により、高齢者のボランティア活動の輪の拡充を図ります。

２．あいづわくわく学園の充実

〇 意欲的に仲間作りの輪を広げ、自身の生きがいづくりや目標づくりに繋げるとと

もに、地域社会のリーダーや担い手となりうる人材育成につながるよう、カリキ

ュラムの充実や実践的な活動機会の提供を図ります。

 

３．つながりづくりポイント事業の推進（再掲）

〇 つながりづくりポイント事業を推進し、ポイント付与を通じて活動者の参加意欲
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を高めることで、市民の地域活動参加と高齢者の社会参加の促進や介護予防の推

進を図ります。

〇 事業の実施に当たっては、わかりやすく、参加しやすいものとなるよう、制度の

改善を行っていきます。
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【 各 論 】

第５章

地域包括ケアシステムの推進・深化

○ 地域支援ネットワークの強化

○ 地域包括支援センターの機能強化と

業務量の適正化

○ 在宅医療・介護連携の推進
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第第５５章章 地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの推推進進・・深深化化

１．基本的な考え方

〇 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、地域のつながりの更なる希薄化が懸念

される中で、地域包括ケアシステムは、少子高齢化への対応や介護予防、災害へ

の備えとして、これまで以上に重要性が増しています。

〇 会津若松市版地域包括ケアシステムで掲げる「「お互いさま」の気持ちで地域の

全ての人がつながる「お互いさまでみんなをつなぐまち」」を目指し、取り組んで

いきます。

〇 地域ケア会議の開催などを通じて築き上げてきた、地域住民や活動団体、事業者

などによる支援のネットワークに、さらに多様な支え手の参加を広げ、参加者間

の結びつきや支えあいの輪を拡大し、地域の特性を活かした取組を進めます。

〇 地域包括支援センターは、高齢者の総合的な相談窓口として定着しており、また

地域ケア会議等の開催を通して、医療や介護の専門機関や地域関係者との良好な

ネットワークを構築してきたことから、今後も地域包括ケアシステムの中核機関

としての役割を果たしていくため、事業や体制の充実・強化を図っていきます。

〇 高齢社会の進行とともに慢性的な疾患を抱える高齢者の増加など、医療的ケアを

伴う要介護者の一層の増加が見込まれることから、高齢者が自らの療養生活のあ

り方を主体的に選択することができ、また、高齢者の状態にあわせて、医療と介

護が円滑に提供されるよう、在宅医療・介護連携支援センターを中心に、医療機

関と介護サービス事業者などの関係者の連携を強化していきます。

２．計画期間内の達成目標

（１）活動目標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

地
域
ケ
ア
会
議

地域ケア会議開催回数 回 回 回

ミニ地域ケア会議開催回

数
回 回 回

自立支援型地域ケア会議

検討ケース数
回 回 回

多職種連携推進研修会

開催回数
回 回 回

※ 令和５年度は実績見込み

〇 ミニ地域ケア会議をより多く開催し、地域との関係性をより緊密なものにして

いきます。
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（２）成果指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

介護が必要な状態になったと

き、自宅で生活したい（してい

る）人の割合※

％ ％ ％

在宅医療・介護連携に関する相

談件数
件 件 件

※ 高齢者一般調査 問 回答項目「自宅で、家族や親族などの介護を受け

ながら生活したい（している）」「自宅で、ホームヘルプサービスなどの介護

サービスを受けながら生活したい（している）」の合計。

※ 令和５年度は実績見込み

第第１１節節 地地域域支支援援ネネッットトワワーーククのの強強化化

第１項 地域支援ネットワークの強化

１．地域支援ネットワークの強化と拡大

〇 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、地域のつながりの更なる希薄化が懸念

される中、地域の高齢者を支え、見守る体制を構築するため、区長会や町内会、

民生委員・児童委員、共生福祉相談員、地区社会福祉協議会、地域運営組織など

の地域住民や団体、医療機関や介護事業所などの関係機関等のネットワークを強

化していきます。具体的には、地域ケア会議や多職種研修会等、地域課題の共有

と解決、関係者間の顔の見える関係づくりのための場を積極的に設けていきます。

２．生活支援体制の推進

〇 高齢者の地域生活を支えるボランティアの育成や、地域サロンなどの住民等が主

体となった見守りや寄り添いの支え合い活動等の生活支援の充実を図ります。

〇 市と地域包括支援センターに配置されている生活支援コーディネーターを中心

に、住民の意見を汲み取りながら、ボランティア等地域資源の発掘やマッチング、

地域のネットワークの強化等を推進します。

〇 つながりづくりポイント事業によるポイント付与を通じて、生活支援活動の活性

化を図ります。
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３．孤立死防止等ネットワークの推進

〇 電気・ガス・水道などのライフライン系事業者との連携により、その使用状況の

変化や、新聞・郵便物などの受け取り状況から異変を察知し、「孤立死・孤独死」

の未然防止を図ります。

第２項 地域ケア会議の充実

１．地域ケア会議の連携強化

〇 地域ケア会議は、地域包括支援センターが中心となって、概ね小学校区単位にお

いて、地域の様々な機関や団体、市職員も参加して定期的に開催しています。よ

り多くの関係者の参加を募り、地域課題の把握と課題解決のための資源開発、近

隣住民等の協力による見守りや支援体制の構築など、地域の特性を活かした取組

を進めます。

２．ミニ地域ケア会議等開催の推進

〇 地域ケア会議よりも規模を絞ったミニ地域ケア会議の開催を推進し、より地域と

緊密に連携し、身近な課題解決や支援策の検討を行います。

〇 支援が困難なケースについては、地域ケア個別会議を開催し、個別・具体的な解

決策の検討を推進します。

〇 要介護・要支援状態の高齢者の自立支援に向けて、自立支援型地域ケア会議（※）

を開催し、多角的視点からの支援策の検討を推進します。

※ 自立支援型地域ケア会議

ケアプランの検討作業に、理学療法士、作業療法士、薬剤師、栄養士、歯科衛生士等の専門職

が参加し、自立支援及び介護予防に資する多角的視点からの助言等を行う会議。

第第２２節節 地地域域包包括括支支援援セセンンタターーのの機機能能強強化化とと業業務務量量のの適適正正化化

第１項 地域包括支援センター事業の充実

１．相談支援体制の充実

〇 地域包括支援センターを中心とした相談支援体制の充実を図るとともに、高齢者

やその家族の適切な相談やサービス利用がスムーズに行われるための情報提供

の充実を図ります。

〇 支援が必要にもかかわらず関係機関や地域と繋がっていない高齢者を早期把握・

早期対応するため、地域ケア会議等における地域の情報集約や、実態把握のため

の訪問活動等を推進します。
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２．医療・介護関係者等の連携・協働の推進

〇 認知症高齢者や医療的ケアの必要な高齢者を支援するため、サービス担当者会議

や入退院時カンファレンスへの出席、地域ケア個別会議の開催等を通じて、現場

レベルの医療機関や介護サービス事業所、地域の関係者等の連携・協働を推進し

ます。

〇 地域包括支援センターと居宅介護支援事業所や介護施設などと連携を密にし、相

談支援体制を強化します。

３．介護支援専門員（ケアマネジャー）の活動支援の充実

〇 ケアマネジャーが介護サービスの相談だけにとどまらず、生活困窮者や高齢者虐

待、身寄りのない高齢者、支援が必要な障がい等のある親族との同居等、支援困

難なケースへの対応が増えていることから、他の医療・介護の専門職や関係機関、

地域と連携し、ケアマネジャーの活動を支援します。

〇 ケアマネジャー同士の交流と資質向上のための連絡会や勉強会等の開催を継続

して推進します。

４．介護予防ケアマネジメントの充実

〇 要介護状態になるおそれのある高齢者を早期把握する体制づくりを進めます。

〇 自立支援の効果をあげるため、「自立支援・重度化防止に向けた介護予防ケアマ

ネジメントのガイドライン」を活用し、利用者のアセスメント・目標設定・評価

の一連の介護予防ケアマネジメントの更なる質の向上を図ります。

第２項 地域包括支援センターの機能強化と業務量の適正化

．地域包括支援センター職員のスキルアップ

〇 地域包括支援センターに寄せられる相談は、介護保険制度の利用や介護予防など

単独の問題だけでなく、生活困窮や高齢者虐待、支援が必要な障がい等のある親

族との同居、多重債務、消費者被害など多様化・複雑化していることから、研修

等を通じて職員の更なるケースワーク力の向上を図ります。

〇 高齢者虐待防止ネットワーク事業や認知症初期集中支援チーム、地域ケア個別会

議等を通じて、様々な専門職や関係機関、地域との連携を推進するコーディネー

ト力の向上を図ります。

２．地域包括支援センターの体制強化と業務量の適正化

〇 多様化・複雑化する相談への対応や更なる地域ネットワークの強化、介護予防や

包括的支援事業の実施など、地域包括支援センターの機能強化を図るため、セン
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ターの役割と業務量に応じた体制を検討します。

〇 ７か所の地域包括支援センターの業務の質の均一化や適切な運営の確保など、全

体的な底上げを図るとともに、センター同士の連携や協働体制の取組を推進する

ため、毎月地域包括支援センター連絡会や専門職の部会を開催し、先進的な取組

等の情報交換・情報共有や運営上の課題検討や事例検討、研修等を実施します。

〇 業務負担が大きいとされる介護予防ケアマネジメント業務について、外部委託を

行いやすい環境整備を検討します。

３．地域包括支援センターの評価の実施

〇 地域包括支援センターについては、地域包括ケアシステム構築の中核機関として

の機能が果たされているか、介護保険運営協議会等の第三者の評価なども取り入

れながら、 サイクルにより評価し、センターの体制や機能の改善・強化を

図ります。

第第３３節節 在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携のの推推進進

１．医療・介護関係者のネットワーク構築の推進

〇 高齢者が安心して在宅療養ができるよう、在宅医療・介護連携支援センターを中

心に、会津若松医師会及び会津若松歯科医師会、会津薬剤師会等の関係機関と協

力・連携しながら、医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進し

ます。

〇 在宅から病院、病院から在宅等、高齢者の状態に合わせて切れ目なく適切な医療・

介護を利用できるよう、「会津・南会津医療圏域退院調整ルール」を普及し、病院

と地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等との連携・情報共有を強化しま

す。

２．在宅療養に関わる専門職のスキルアップ

〇 在宅医療・介護連携支援センター等により、情報交換や事例検討会等の研修等を

定期的に開催し、医療・介護それぞれの専門性や役割等の相互理解と介護保険と

医療保険の制度理解、顔の見える関係づくりを進めます。

３．在宅療養に関する相談体制の充実と意識啓発の推進

〇 在宅医療・介護連携支援センターを中心に、在宅医療等の相談体制の充実を図り、

適切な医療と介護サービスを切れ目なく利用できるためのコーディネート機能

強化を進めます。
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〇 市民が自らの療養生活のあり方を主体的に選択できるよう医療や介護の情報提

供を行うとともに、在宅療養を支える医師や訪問看護師などの専門職の役割につ

いても広く周知するための講演会等を開催します。

〇 在宅療養や看取り、アドバンス・ケア・プランニング（ ）などの情報提供を

進めていきます。
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【 各 論 】

第 章

フレイル対策を含めた

介護予防の推進

○ 地域における介護予防の充実

○ 要介護状態への移行抑制

○ 全年代での健康づくりの取組
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第第６６章章 フフレレイイルル対対策策をを含含めめたた介介護護予予防防のの推推進進

１．基本的な考え方

〇 高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるためには、介護予防や

自立支援、健康管理の取組推進による健康寿命の延伸と重症化の抑制が重要とな

ります。

〇 介護予防は、身体的機能の向上に加えて、フレイル予防も含めた運動・栄養・口

腔機能の重要性に対する理解を深め、ＩＡＤＬの向上を目指します。

〇 新型コロナウイルス感染症の影響で外出控えの傾向も見られますが、高齢者の閉

じこもりは、身体的機能や行動意欲の低下を招き、寝たきりや認知症の要因の一

つにもなり得るものであるため、地域サロン等の通いの場づくりの推進に取り組

みます。

〇 要介護状態への移行を抑制し、また要介護状態になっても、自らの心身機能を維

持向上できるよう、本人の状態に応じたサービスの提供を行います。

〇 要介護状態移行の要因となる脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症等の生活

習慣病は、高血圧症や糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患を有している人に多く

見られることから、病気の予防に向けて全世代での健康づくりに取り組みます。

２．計画期間内の活動指標と成果指標

（１）活動指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

介護予防教室・講座開催回数 回 回 回

いきいき百歳体操に取り組

む老人クラブ及び地域サロ

ン数

団体 団体 団体

※ 令和５年度は実績見込み

（２）成果指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

介護や支援を必要としない

高齢者の割合
％ ７％ ２ ％

特定健康診査受診率 － －

※ 令和５年度は実績見込み
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第第１１節節 地地域域ににおおけけるる介介護護予予防防のの充充実実

１．地域リハビリテーション活動支援事業

〇 市が主体となる介護予防教室に加えて、地域サロンや老人クラブ等の住民主体の

通いの場にリハビリテーション専門職等を講師として派遣し、いきいき百歳体操

の指導や体力測定等を行い、参加者が継続して介護予防活動に取り組む意欲の向

上を図ります。

２．通いの場の設立及び運営の支援

〇 地域包括支援センターや社会福祉協議会、町内会等と連携して、地域における介

護予防の場となる地域サロン等の設立や運営の支援を推進します。

〇 つながりづくりポイント事業によるポイント付与を通じて、介護予防活動の活性

化を図ります。

３．市民サポーター育成の推進

〇 いきいき百歳体操等を広く普及推進していくためには、専門職に加えて地域住民

の協力が必要であることから、市民サポーターを育成して、地域サロン等に派遣

するなど協働で事業を推進します。また、サポーター交流会等を開催し、市民サ

ポーター間の連携の強化、支援技術や活動意欲の向上を図ります。
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第第２２節節 要要介介護護状状態態へへのの移移行行抑抑制制

第１項 介護予防・生活支援サービス事業

１．訪問・通所サービス

〇 要支援認定者等を対象に、介護予防訪問介護、介護予防通所介護に相当するサー

ビスを提供し、生活支援や機能訓練・レクリエーション等を行うことで、自立し

た生活の維持や要介護状態への悪化の予防を図ります。

〇 不足気味とされている訪問系サービスについて参加事業所の拡大を目指します。

２．訪問・通所緩和型サービス

〇 現在、介護事業所等が主体で行っていますが、将来、介護事業所以外の多様な主

体の参画や、利用者のニーズに沿った多様なサービスの提供を目指していきます。

３．短期集中予防訪問サービス

〇 退院後に介護支援が必要と見込まれる人や、在宅の要支援者などを対象に、理学

療法士等で構成する支援チームが訪問し、短期間で集中的に必要な指導等を行い、

要支援状態の予防もしくは悪化の抑制を図ります。

第２項 介護予防の普及啓発の推進

１．介護予防教室

〇 市や地域包括支援センターが主体となり、介護予防に関する知識の普及や技能の

習得を図るため、各地区の公民館やコミュニティセンター、町内会館等で介護予

防教室を開催し、継続的な活動につなげていきます。

〇 外出することが難しい人でも介護予防の活動ができるよう、自宅等でも見ながら

実施できる体操の動画の周知を継続します。
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２．介護予防講座

〇 地域サロンや老人クラブ等に健康づくりや介護予防の講話や実技指導を行う講

師を派遣し、介護予防の重要性や方法等の普及・啓発を推進していきます。

第３項 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

〇 国民健康保険担当部局等と連携し、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施

し、フレイル予防対策や高齢者の心身の多様な課題にきめ細かな支援を行います。

〇 他の市町村や後期高齢者医療広域連合が保有する被保険者の介護・医療・健診情

報等を共有し、データを活かした取組を進めます。

〇 令和５年度までは地域を限定した取組でしたが、令和６年度以降は全市での事業

展開を図っていきます。

第第３３節節 全全年年代代ででのの健健康康づづくくりりのの取取組組

１．ライフステージに応じた健康づくり

〇 生活習慣病を予防するために、適正体重の維持、適正な食生活、運動の習慣化、

適正な飲酒、喫煙による健康への影響などについて広報誌や各ライフステージに

おける健康診査等様々な機会を活用し、普及啓発を推進します。

〇 保育所・幼稚園・認定こども園・学校、地区組織等と連携した生活習慣病予防の

普及啓発など、より良い生活習慣の獲得に向けた取組を推進します。

２．健康診査受診等の推進

〇 各医療保険の保険者による、 歳から 歳の方を対象とした、内臓脂肪症候

群（メタボリックシンドローム）に着目した特定健康診査と生活習慣改善のため

の特定保健指導を行い、生活習慣病予防を推進していきます。

〇 国民健康保険加入者を対象に、早期受診や適正な健康管理のための保健指導等を

推進するとともに、後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、健康維持及び生活

習慣病等の早期発見のための健康診査を実施します。

３． を活用した健康づくり

〇 スマートシティ会津若松（※）の取組の一環として、 を活用した健康づくり

事業や、予防医療の観点から健康情報を集約・分析する予防医療事業などの取組

を推進し、健康意識の向上を図り、市民の健康増進を図ります。

※ スマートシティ会津若松

技術などを活用しながら、健康や福祉、教育、防災、エネルギー、交通、環境といった様々な分

野での結びつきを深めていくことにより、安心して快適に生活できるまちをつくる本市の取組
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【 各 論 】

第 章

認知症対策の推進

○ 認知症に関する理解促進

○ 認知症の人と家族への支援

○ 認知症に関する医療介護連携の推進

○ 認知症予防、早期発見・早期対応の取組
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第第７７章章 認認知知症症対対策策のの推推進進

１．基本的な考え方

〇 長寿命化により認知症は誰もがなり得るものであり、多くの人にとって身近なも

のになっています。こうした中で、認知症の人が住み慣れた地域の中で尊厳が守

られ、自分らしく暮らし続けることができる社会づくりが求められています。

〇 令和５年に公布された「認知症基本法」では、国や地方自治体等の責務を明らか

にするとともに、国民の責務として、認知症に関する理解を深め、共生社会に寄

与するよう努めることが示されました。

〇 認知症の人が生きがいや希望をもって安心して地域で暮らすことができるよう、

認知症への理解促進を図るとともに、認知症の人のみならず、その家族などへの

支援や、互いに交流し支え合う仕組みづくりを行っていきます。

〇 認知症の症状段階に応じた医療・介護サービスが適切に提供されるよう、関係機

関の連携強化を図るとともに、認知症の予防とあわせて、早期発見・早期対応に

向けた取組を行っていきます。

〇 施策の実施に当たっては、認知症の人やその家族の意見も踏まえて行います。

２．計画期間内の達成目標

（１）活動指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

認知症高齢者等声かけ訓

練実施数
２圏域 圏域 圏域

※ 令和５年度は実績見込み

（２）成果指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

認知症サポーター養成講

座受講者数（累計）
人 人 人

チームオレンジ（※）

活動拠点数
－ ４箇所 ７箇所

※ 令和５年度は実績見込み

※ チームオレンジ

認知症サポーターが中心となってチームを組み、地域の認知症の人やその家族の支援を行

う仕組み
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第第１１節節 認認知知症症にに関関すするる理理解解促促進進

１．認知症サポーター養成の推進

〇 認知症に関する正しい知識を持って、地域や職域で認知症の人や家族を手助けす

る認知症サポーターの養成を引き続き推進します。

〇 特に学校等の協力を得て、人格形成の重要な時期である児童・生徒等の受講者の

増加を目指します。

〇 認知症サポーターがより専門的な知識と対応の仕方を学ぶ認知症サポータース

テップアップ講座を継続して実施し、チームオレンジへの参加を促します。

２．認知症キャラバン・メイトの支援

〇 認知症キャラバン・メイト連絡会の活動を支援し、認知症サポーター養成講座の

講師役となる認知症キャラバン・メイト相互の情報交換と資質の向上を図ります。

第第２２節節 認認知知症症のの人人とと家家族族へへのの支支援援

１．認知症に関する相談体制の充実

〇 市や地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人やその

家族の相談に応じるとともに、医療機関や介護サービス事業所、民生委員・児童

委員等の地域支援機関間の連携強化を図ります。

２．認知症カフェ・チームオレンジの開設及び運営支援

〇 認知症の人とその家族が気軽に訪れ、地域の人や専門職の人たちと交流し、くつ

ろぎの時間を過ごせる場として、認知症カフェの開設及び運営の支援を行います。

〇 認知症の人とその家族と支援者をつなぐ仕組みであるチームオレンジの設置に

向けた関係機関への働きかけを進めるとともに、運営を支援するオレンジサポー

ターの育成を行います。

３．認知症外出見守り事業の推進

〇 認知症等により外出先で道に迷うおそれのある人に、連絡先情報を格納したＱＲ

コードシールを交付し、保護された際に速やかに親族や支援者に連絡を行います。

また、必要な人が利用できるよう関係機関等を通して周知を進めます。

〇 認知症の人の行方不明事案を未然に防ぐために、関係機関や地域の人と連携し、

認知症の人への声かけ訓練を実施し、地域の見守り体制の構築を図ります。
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４．若年性認知症の人と家族への支援

〇 「若年性認知症ハンドブック」の配布等により、若年性認知症（ 歳未満で認

知症になった人）に関する相談窓口や利用できる社会保障制度等の周知を図りま

す。

〇 若年性認知症の人と家族の実態把握に努めるとともに、障がいのある人の支援を

行う関係機関等との連携を強化し支援体制の充実を図ります。

第第３３節節 認認知知症症にに関関すするる医医療療介介護護連連携携のの推推進進

１．医療・介護関係者のネットワークの強化

〇 認知症支援に関わる医師や歯科医師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー、介護支

援専門員等による認知症医療介護連携推進連絡会議を定期的に開催し、認知症施

策アドバイザーの助言を受けながら、認知症施策に関する課題の検討や意見交換

等を行い、認知症施策の充実と関係機関の連携強化を図ります。

〇 認知症ケアに携わる様々な職種を対象とした認知症ケア多職種連携推進研修会

を開催し、認知症ケアの対応力向上とお互いの顔の見える関係づくりを強化しま

す。

 

２．認知症ケアパスの活用

〇 認知症の症状段階に応じた適切な医療や介護サービス、相談機関などの情報を掲

載した「認知症ケアパス」を認知症の人やその家族及び関係機関に配布し、支援

が切れ目なく提供されるよう周知啓発や情報共有を図ります。

第第４４節節 認認知知症症予予防防、、早早期期発発見見・・早早期期対対応応のの取取組組

１．認知症予防事業の推進

〇 認知症予防教室や介護予防教室、介護予防講座の中で、認知症予防についての正

しい知識の普及・啓発を図ります。

〇 社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が、認知症予防に効果的である

ことが示唆されていることから、地域において身近に通える地域サロンなどの拡

充を進めます。
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２．認知症初期集中支援チームの実施

〇 認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族に対して、医師や看護師、作業療

法士等の専門職で構成された認知症初期集中支援チームが、地域包括支援センタ

ーと連携して個別訪問を行い、早期の段階で適切な医療や介護等につなげていき

ます。
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【 各 論 】

第８章

高齢者の生活支援や

家族介護者への支援の充実

○ 高齢者の権利擁護・安全確保の推進

○ 高齢者の生活支援の充実

○ 家族介護者への支援の充実
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第８章 高齢者の生活支援や家族介護者への支援の充実

１．基本的な考え方

〇 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は、家族等からの日常的な支援が難しい

ことから、様々な支援が必要となりますが、新型コロナウイルスの影響もあり、

支援を必要とする人を地域で支えていくことがますます難しくなってきており、

行政の支援と地域の支援を組み合わせて行くことが重要となっています。

〇 高齢化社会の進展により、介護を必要とする人は増加傾向にあり、家庭で介護を

行う家族介護者も増加傾向にあります。また、介護の負担が重いために仕事を続

けることができなくなる介護離職の問題や、若い世代が子育てと介護を同時に行

うダブルケア、高齢者が高齢者を介護する老老介護や「 問題」、子どもが

家族等の看護や介護を日常的に行うヤングケアラーなど、さまざまな課題を複合

的に抱えているケースもあります。

〇 高齢者及び高齢者を介護する家族等を支援するため、高齢者の権利擁護に関する

取組や不測の事態に備えた安全対策、多様なニーズに対応した介護サービス以外

での生活支援を推進します。

〇 高齢者及び高齢者を介護する家族等への支援に当たっては、課題ごとの対応に加

えて、世帯が抱える課題全体を捉えた関わりが必要となる場合もあり、分野や属

性を問わない幅広い相談体制の充実を進めます。

２．計画期間内の達成目標

（１）活動指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

成年後見制度

市長申立件数
件 件 件

※ 令和５年度は実績見込み

（２）成果指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

避難行動要支援者同意率 ％ ％ ％

※ 令和５年度は実績見込み

〇 災害時の支援を円滑に行うため、避難行動要支援者の登録を進め、平時からの

支援関係の構築を図るとともに、個別避難計画の作成を推進します。
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第第 節節 高高齢齢者者のの権権利利擁擁護護・・安安全全確確保保のの推推進進

第１項 虐待防止・権利擁護の推進

１．成年後見制度の充実

〇 成年後見制度利用促進基本計画（※）に基づき、成年後見制度推進の中核機関と

なる会津権利擁護・成年後見センターを中心に、権利擁護に対する普及啓発、相

談体制の充実や後見人に対する支援等を進めます。

〇 成年後見制度の利用者数の増加が見込まれることから、市民後見人の育成や活用

に向けた体制を整備します。

〇 経済的な理由や申立て可能な人がいない等で後見等の申立てが困難な人につい

ては、市が家庭裁判所への審判の申立てや後見人への報酬の助成を行うなど支援

を継続します。

※ 成年後見制度利用促進基本計画

認知症・精神障がい・知的障がい等により、自分らしい生活を送るうえで大切なことを決め、

主張し、実現することができない方の「権利擁護」や「意思決定支援」を行うため、成年後見

制度の利用を促進することを目的とした計画。

２．高齢者虐待の防止

〇 高齢者への虐待は、認知症や介護の重度化など本人の問題に加え、経済的困窮や

他の家族の問題など本人以外の要因も加わり多様化しています。警察、医療機関、

法曹関係者、地域住民等による高齢者等虐待防止ネットワーク会議の連携により、

高齢者虐待の未然防止、早期発見・早期対応に取り組みます。

３．相談支援による権利擁護

〇 市の無料法律相談などによる相談支援により、高齢者の権利擁護を図ります。

第２項 高齢者の安全確保

１．安全対策の推進

〇 一人暮らし高齢者等が安心して生活を送るためには、不測の事態に備えた安全対

策や、日ごろの安否確認が必要であるため、緊急通報システムの貸与や、共生福

祉相談員や民生委員・児童委員等の訪問などを継続します。

〇 高齢者を狙ったなりすまし詐欺等が横行していることから、消費生活センターを

中心に相談体制の充実強化を図り、関係機関との連携を図りながら高齢者に注意

喚起を行うとともに、消費生活情報の適切な提供により被害防止に努めます。

〇 高齢者が安全に移動することができるよう、道路の段差解消や、施設のバリアフ

リー化・ユニバーサルデザイン化を推進します。
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２．災害・感染症対策の推進

（１）災害に対する備え

〇 平時から、防災部局と連携しながら、ミニ地域ケア会議等で周知や検討を行い、

災害時に支援が必要となる対象者の把握と地域ぐるみの支援体制の構築を推

進します。

〇 避難行動要支援者の名簿登録を推進し、地域関係者へ情報提供するとともに、

災害時における個々人の具体的な避難計画となる個別避難計画の作成を進め

ます。

〇 一般の避難所での生活が難しい人の受け入れを図るため、福祉施設等における

福祉避難所の拡大を図ります。

（２）感染症に対する備え

〇 高齢者は感染すると重度化する可能性が高いことから、介護事業所等の職員が

感染症に対する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよう、感染

症に対する研修等の充実を図ります。

〇 介護事業所等に対し、感染症発生時においてもサービスを継続できるよう備え

が講じられているかを平時より確認します。

第第２２節節 高高齢齢者者のの生生活活支支援援のの充充実実

第１項 一人暮らし・高齢者のみ世帯等への支援

１．住まいの支援

（１）住み慣れた地域で暮らし続けたい方への支援

〇 住宅改修に関する相談・情報提供を行うほか、要介護認定者や低所得者に対し、

介護サービス等により住宅改修費の助成を行います。

〇 住まいの住み替えを希望する高齢者に対し、県居住支援協議会等と連携して居

住物件や身元保証人を紹介するなどの支援を進めていきます。

（２）施設等への入所を希望する方への支援

〇 生活環境や経済的な理由等により、在宅で生活することが困難な高齢者につい

ては、養護老人ホーム等への入所措置を実施します。

〇 多様な介護ニーズに対応できる有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け

住宅の情報提供を行います。
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２．訪問給食事業

〇 食事の調理が困難な一人暮らし高齢者などに栄養バランスのとれた食事を配達

するとともに、安否確認を合わせて行う訪問給食サービスを実施します。

３．地域における除雪の支援

〇 自力での除雪が困難な世帯に対し、町内会等や関係機関と連携を図りながら、地

域住民や除雪ボランティアによる支援体制の拡充を図ります。

４．外出支援施策の推進

〇 高齢者を含め、移動手段の乏しい人に対する外出支援施策について、公共交通機

関の利便性の向上や交通手段の確保、付き添い、経費的な支援など、先進地の事

例等を参考に全体的な視点で検討を行っていきます。

第 項 有料老人ホーム等に係る県との情報連携強化について

〇 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け皿

となっていることを踏まえ、これらの設置状況等について、県と情報連携を図っ

ていきます。また、定員数、入居者数、入居者に対する要介護度等などの分析等

を通じ、介護サービスの質の確保に努めます。

事業所数 定員数

有料老人ホーム（住宅型） 事業所 名

サービス付き高齢者住宅 事業所 名

※ 令和 年 月 日現在
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第第３３節節 家家族族介介護護者者へへのの支支援援のの充充実実

１．相談支援体制の充実

〇 家族介護者が抱える課題が介護に限らず様々な要素を含む場合には、高齢・障が

い・子ども・生活困窮などの各分野の担当者が連携し、家族介護者とその世帯に

対して一体的に相談、支援できる体制（重層的支援体制）を構築し、支援します。

〇 子どもが家族等の看護や介護を日常的に行うヤングケアラーについては、早期発

見、早期対応に向け、地域の見守り活動やケアマネジャーの訪問時などにヤング

ケアラーがいると思われる家庭を発見した場合、児童福祉分野の関係機関につな

げられるよう、連携体制を構築し、支援します。

〇 家族介護者同士が、抱える悩みを打ち明け、相談し合える場として、 も活

用しながら、家族介護者の交流や情報交換の機会を設けていきます。

２．寝たきり高齢者等おむつ等給付事業

〇 在宅において介護を受けている寝たきり高齢者等に対し、介護用品を給付するこ

とにより、経済的負担の軽減を図ります。
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【 各 論 】

第９章

介護保険制度の円滑な運営

○ バランスのとれた

介護サービス環境の構築

〇 介護人材の確保

○ 介護保険事業の円滑な運営
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第第９９章章 介介護護保保険険制制度度のの円円滑滑なな運運営営

１．基本的な考え方

〇 年（令和 年）までの中長期的な人口推計などを踏まえ、今後、在宅サ

ービスと施設サービスのバランスを図りつつ、在宅サービスの中でも在宅生活の

継続に特に必要性の高い、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、夜間の

訪問介護・看護サービスについて、前計画を引き継ぎ、整備を進めます。

〇 介護サービスの増加は介護保険料の上昇につながることから、介護サービスと利

用者負担、介護保険料水準のバランスを図りつつ介護保険事業の円滑で安定的な

運営を行うとともに、低所得者に対する負担軽減の配慮に努めます。

〇 作成されたケアプランについて、利用者の自立支援に資するものであるか、過剰

なサービスが提供されていないか等の視点から点検し、インフォーマルなサービ

スも含めた適正かつ質の高いサービスが提供されるよう取り組んでいきます。

〇 歳から 歳までの生産年齢人口の減少により、人材不足は社会全体の課題

となっています。特に介護分野は、急速な高齢社会の進行により、介護を必要と

する高齢者の増加が見込まれ、介護人材の確保が喫緊の課題となっています。国

や県と連携・協力しながら介護人材の確保に取り組みます。

２．計画期間内の達成目標

（１）活動指標

令和５年度 令和８年度 令和 年度

認定調査票の点検 件 件 件

医療情報との突合・

縦覧点検
全 件 全 件 全 件

〇 作成されたケアプランが、利用者の自立支援に資するものであるか、過剰なサ

ービス提供はされていないか等の観点から、点検・指導を行います。
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（２）成果指標

令和 年度 令和 年度 令和 年度

夜間の訪問介護事業

所数
事業所 事業所 事業所

認知症対応型共同生

活介護利用者定員
名 名 ―

〇 在宅サービスの継続に特に必要な夜間の訪問介護・看護サービスの整備を目指

します。認知症対応型共同生活介護（グループホーム）も拡充します。

第第 節節 ババラランンススののととれれたた介介護護ササーービビスス環環境境のの構構築築

第 項 第９期計画における施設整備について

１．第９期計画における施設整備の考え方

（１）施設サービス

〇 次の理由から、令和３年度の介護保険制度改正に伴う介護医療院への転換以外

には、新たな施設サービスの整備は位置付けないこととします。

・介護事業所を運営する事業者への意向確認において、特別養護老人

ホームの新規開設、増床の意向が示されなかった。その他の施設サ

ービスは、ケアマネジャーアンケートの結果や事業所の聴き取りな

どから、ニーズに対して十分な供給がなされていると考える。

・今後の人口推計では、令和８年をピークに高齢者の人口が減少して

いく推計となっており、大規模な施設サービスの運営は、現在より

も困難になることが想定される。

〇 次期計画までの間に、地域密着型の小規模施設サービスの活用など新たな施設

サービスの在り方について、地域、介護事業者と情報交換を進めます。

（２）居宅サービス、地域密着型サービス

〇 在宅介護実態調査において、依然として「認知症への対応」、「日中、夜間の排

泄」に対する不安が多いことから、この不安に対応するための地域密着型サー

ビス施設の整備を計画に位置付けます。
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２．第９期計画における施設整備について

〇 第９期計画においては、１に示した考え方、地域包括ケアシステムの推進、給付

と負担のバランスを念頭に、以下の施設整備を位置付けます。

（１）介護医療院

〇 介護保険制度の改正に伴い、第８期計画期間中に介護療養型施設から転換する

見込みでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により延期されたことから、

本計画期間中の整備を位置付けます。

整備施設 整 備 量 整 備 概 要

介護医療院
令和７年度

床
医療療養病床からの転換

（２）認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

〇 第８期計画期間までに整備を進めてきましたが、事業所に聴取した結果、 名

程度の待機者がいる状況であるため、第９期計画において、定員９名の施設１

ユニットの整備を位置付けます。整備の推進に向けては県の補助金を活用する

ため、公募により事業者選定を行うことを原則とします。

整備施設 整 備 量 整 備 概 要

認知症対応型共同

生活介護

１ユニット

９床

圏域等の立地条件は指定しないも

のの、選定の際に地域格差の少な

い案に有利な配点を予定

（３）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

〇 可能な限り自宅での生活を続けるには、夜間を含めた定期的な訪問サービスが

効果的です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護はそのニーズを満たすサービ

スであることから、第７期、第８期計画に引き続き、第９期計画においても整

備を位置付けます。整備の推進に向けては県の補助金を活用するため、公募に

より事業者選定を行うことを原則とします。

整備施設 整 備 量 整 備 概 要

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護
事業所

※ 当該サービスは公募以外でも事業者指定を実施します。
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第２項 利用者負担のバランス

．利用者負担割合

〇 介護サービスを利用する際の負担割合については、負担の公平化を図るため、平

成 年度より一定以上所得のある方については負担割合が２割に、また、平成

年度からは、 割負担者のうち特に所得の高い方の負担割合が 割となりま

した。今後も、負担の公平化を図り、持続可能な介護保険制度を維持していくた

め、バランスのとれた運営を目指していきます。

２．利用者負担額の軽減

〇 自己負担額が一定額以上となった場合における高額介護サービス費の支給、施設

入所等に係る居住費及び食費の負担を軽減する特定入所者介護サービス費の支

給により、介護サービスを誰もが公平に利用できるよう、低所得者に対して支援

します。

〇 社会福祉法人等が特に生計が困難な人に対して支援する場合において、国、県、

市でその支援に係る費用を補助する制度や、生活保護基準以下の生活実態にある

と認められる人に対して利用料を助成する本市独自の減免制度など、引き続き低

所得者に対する支援を行います。

３．介護保険料の減免・軽減

〇 国の基準に従い、低所得者に配慮し、所得が高くなるにつれて累進的に高くなる

保険料設定を行います。

〇 国・県・市で費用を負担し、第 号被保険者の保険料区分第 段階から第 段

階の人の介護保険料を軽減します。また、生活保護の基準に該当する人に対して

は、介護保険料の段階区分を引き下げる市独自の減免を実施します。

  

第第 節節 介介護護人人材材のの確確保保

第１項 県と連携した介護人材確保対策の推進

〇 介護・商工労政・教育等の関係団体と意見交換を行うなど、地域における介護人

材の現状や課題を把握し、県や関係団体と共有します。

〇 福島県福祉・介護人材育成確保対策会議の構成員として、県と連携して介護人材

確保対策を推進します。

－ 80 －

各論　第9章　介護保険制度の円滑な運営

第
九
章



- 81 - 
 
 

第２項 介護職員の処遇改善と介護現場の生産性向上

〇 国、県に対して、介護職員の処遇改善に向けた働きかけを行います。また、就労

支援など、介護人材の確保に向けた市独自の支援策を検討します。

〇 介護職員が本来の業務に専念できるよう、地域支援ネットワークボランティアを

活用して、介護サービス事業所内の簡単な作業などボランティアで行う取組を行

います。

〇 介護ロボットや の活用に関する制度や研修、活用事例の紹介など、国・県と

連携して介護現場の生産性向上を図ります。

第３項 介護職員の魅力向上に向けた取組

〇 関係団体と連携し、介護職員による介護技術の実演や介護ロボットの展示など、

介護職に対するイメージを向上させるイベントを開催します。

〇 市内小学校・中学校の児童・生徒を対象に、総合の時間等を活用した福祉教育を

行い、将来介護職員になりたいと希望する若者を育てる取組を、教育機関と連携

して実施します。

第第３３節節 介介護護保保険険事事業業のの円円滑滑なな運運営営

第 項 介護保険制度に関する情報提供

〇 広報紙やガイドブック、市のホームページ等を通じ、介護保険や地域支援事業の

制度内容、利用できるサービスなどをわかりやすく説明するとともに、介護に関

する説明会や出前講座を実施します。

〇 第２号被保険者（ 歳から 歳までの人）向けの介護保険の説明会など、若

年層に対する介護保険の周知活動に取り組みます。

第 項 介護給付適正化事業

１．主要３事業

（１）要介護認定の適正化

〇 要介護認定調査の公平性・中立性を確保するため、要介護認定に係る全ての認

定調査票の内容を点検します。

〇 新任及び現任認定調査員を対象とした研修会を開催します。

（２）ケアプラン点検、住宅改修等の点検・福祉用具購入・貸与調査

〇 自立支援や利用者本位のサービス利用であるか等の観点からケアプラン点検

を実施します。
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〇 事前申請時または住宅改修完成時において、利用者の自立助長に資する改修か、

または介護者の支援につながる適正な改修か、事前申請どおりの改修か等の視

点から現地調査を実施します。

〇 福祉用具購入・貸与について、必要性や利用状況等の確認を訪問して調査する

とともに、保険給付として適正かどうか調査します。

（３）医療情報等との突合・縦覧点検

〇 国保連への委託により、国が指定する４帳票全てについて、医療情報等との突

合・縦覧点検を行います。

第３項 市指定事業所に対する指導・監査

〇 事業者の自己点検を促しながら、運営指導において、人員や運営、報酬について

法令の基準に合致するよう指導します。

〇 地域包括ケアシステムの推進の観点から、地域と連携した事業運営となるよう、

運営指導などの機会を捉えて事業所と協議していきます。

第４項 介護保険料の徴収対策

〇 歳到達者や転入者など、新規で本市の介護保険に加入した人を中心に、介護

保険推進員による介護保険の制度説明や保険料の納入漏れの確認を行います。 

〇 長期滞納者への催告や臨戸訪問徴収の実施や、口座振替制度の推進など、納入し

やすい環境づくりを進めます。 

〇 介護保険料の未納者は、市税や後期高齢者保険料など他の税外料金等の未納があ

る場合が多いことから、引き続き徴収部門と連携して対応します。

 
第５項 介護給付費準備基金の運用

〇 介護給付費準備基金については、保険料を財源とした大切な基金であり、想定以

上に介護給付費が上昇した場合等に備えて積み立てているものです。第８期計画

期間においては、介護給付費が見込みより少なかったことから、期末時点で約１

４億円弱の残高が確保される見込みです。

〇 第９期計画期間においては、介護保険料の上昇抑制のために取り崩しを行います

が、本計画期間内において介護職員の処遇改善のための報酬改定等も想定される

ことから、一定程度の基金残を確保し、介護保険の安定的な運営を行います。  
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【 各 論 】

第 章

介護サービス量の見込み

○ 居宅サービス

○ 地域密着型サービス

○ 施設サービス

○ 介護予防・生活支援サービス事業

〇 介護保険料
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第第 章章 介介護護ササーービビスス量量のの見見込込みみ

１．基本的な考え方

〇 第９期計画期間における介護サービス量の見込みについては、令和５年度の本市

の高齢者人口や要介護・要支援認定者数をもとに、人口推計や第８期計画期間に

おけるサービスの利用実績と今後３年間の施設整備等を勘案しながら推計しま

した。

〇 高齢者全体に占める介護サービスを利用されている方は、高齢者人口は令和８年

のピークを境に減少する推計となっていますが、 歳以上の後期高齢者の割合

の増加に伴い認定者数も増加する見込みであり、利用率はさらに高くなるものと

推計しています。

〇 介護保険料は介護給付費等に応じて算定されます。今後も介護サービスの全体量

の増加が見込まれる中、介護給付費等の増加は不可避であると見込んでいます。

介護給付費準備基金からの繰入れなどを活用するなど、介護保険料の上昇抑制を

行います。

２．居宅介護（予防）サービス利用者数の推計

◎要介護度別居宅介護（予防）サービス利用者数推計（単位：人／月）

区 分 令和 年度 令和４年度 令和５年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

要介護・要支援

認 定 者 数

内

訳

要支援１

要支援

要介護１

要介護

要介護

要介護

要介護

居宅サービス

利 者 者

利 用 率

地域密着型サ

ービス利用者

利 用 率
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施設サービス

利 用 者

利 用 率

介護サービス

利 用 者 合 計

介護サービス

利 用 率

※ 令和３年度、令和４年度は介護保険事業状況報告年報告より記載

※ 令和５年度は介護保険事業状況報告 月分より記載

※ 令和６年度以降は、厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムを活用し推計

※ 用語の説明

居宅サービス利用率

＝ 居宅サービス利用者数 ／ 要介護・要支援認定者数

地域密着型サービス利用率

＝ 地域密着型サービス利用者数 ／ 要介護・要支援認定者数

施設サービス利用率

＝ 施設サービス利用者数 ／ 要介護・要支援認定者数

介護サービス利用数

＝ 居宅サービス利用者 ＋ 地域密着型サービス利用者 ＋ 施設サービス利用者
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施設サービス

利 用 者

利 用 率

介護サービス

利 用 者 合 計

介護サービス

利 用 率

※ 令和３年度、令和４年度は介護保険事業状況報告年報告より記載

※ 令和５年度は介護保険事業状況報告 月分より記載

※ 令和６年度以降は、厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムを活用し推計

※ 用語の説明

居宅サービス利用率

＝ 居宅サービス利用者数 ／ 要介護・要支援認定者数

地域密着型サービス利用率

＝ 地域密着型サービス利用者数 ／ 要介護・要支援認定者数

施設サービス利用率

＝ 施設サービス利用者数 ／ 要介護・要支援認定者数

介護サービス利用数

＝ 居宅サービス利用者 ＋ 地域密着型サービス利用者 ＋ 施設サービス利用者
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第第 節節 居居宅宅ササーービビスス

１．居宅介護支援・介護予防支援

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ ％ ％ ％

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

※ 表の見方

介護サービスごとに、第８期計画の計画値と実績値から達成率を算出し、その数値を参考に

第９期計画の値を見込む。なお、令和５年度の実績値は、令和５年７月現在実績からの見込み

値（以下給付見込みの表について同じ。）

〇 居宅サービス等（介護予防サービス等）を適切に利用するための計画（ケアプ

ラン）の経費です。ケアプランは、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を

総合的に勘案し、利用する居宅サービス（介護予防サービス）の種類・内容等

を定めた計画（ケアプラン・介護予防プラン）で、利用者負担のないサービス

です。

〇 第８期計画期間においては、ほぼ計画値どおりの利用でしたが、介護予防支援

については計画値をやや上回る利用となりました。

〇 本計画期間においては、介護予防支援の利用者の割合が高くなっていくものと

見込んでいます。

２．訪問介護

介護（回 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和 年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、

ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護（入浴・排せつ・食事など）や生活

援助（調理・洗濯・掃除など）を行うサービスです。
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〇 第８期計画期間においては、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 今後、高齢者人口及び認定者数の更なる増加が予想される中、本サービスは在

宅生活を維持するうえで必要なサービスであることから、本計画期間において

も増加を見込んでいます。

３．（介護予防）訪問入浴介護

介護（回 年） 介護予防（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者が寝たきりなどで自宅の浴槽では入浴が困難な場合、利用者の身体の清

潔保持・心身機能の維持などを図るため、専用の入浴車などで、家庭を訪問し

て入浴の介助を行うサービスです。

〇 第８期計画期間最終年度には、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 要介護度が重度化するほど利用率が高くなる傾向があり、在宅ケアに必要なサ

ービスであることから、本計画期間においても一定の需要を見込んでいます。

４．（介護予防）訪問看護

（回 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 通院などが困難な利用者に対して、利用者の心身機能の維持回復を目的として

主治医の指示のもと、看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補

助を行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、概ね計画計画値どおりの利用となりました。
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〇 第８期計画期間においては、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 今後、高齢者人口及び認定者数の更なる増加が予想される中、本サービスは在

宅生活を維持するうえで必要なサービスであることから、本計画期間において

も増加を見込んでいます。

３．（介護予防）訪問入浴介護

介護（回 年） 介護予防（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者が寝たきりなどで自宅の浴槽では入浴が困難な場合、利用者の身体の清

潔保持・心身機能の維持などを図るため、専用の入浴車などで、家庭を訪問し

て入浴の介助を行うサービスです。

〇 第８期計画期間最終年度には、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 要介護度が重度化するほど利用率が高くなる傾向があり、在宅ケアに必要なサ

ービスであることから、本計画期間においても一定の需要を見込んでいます。

４．（介護予防）訪問看護

（回 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 通院などが困難な利用者に対して、利用者の心身機能の維持回復を目的として

主治医の指示のもと、看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補

助を行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、概ね計画計画値どおりの利用となりました。
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〇 医療と介護の連携が進む中、一定のニーズが見られます。本計画期間において

は、「介護」の区分における増加を見込んでいます。

５．（介護予防）訪問リハビリテーション

介護（回 年） 介護予防（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ ％ ％ ％

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 主治医の指示のもと、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、家庭を訪問し

て心身の機能回復を図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション

を行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、「介護」の区分で計画値を大きく上回る利用となり

ました。

〇 本サービスにより退院・退所後の重度化防止に効果が見られること等を勘案し、

本計画期間においては「介護」の区分における増加を見込んでいます。

６．通所介護

介護（回 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、並びに利用者の家族の身体

的・精神的軽減を図ることを目的として、デイサービスセンターなどに通い、

日帰りで入浴、食事、機能訓練などを行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、計画値をやや下回る利用となりました。

〇 本サービスは、最も多くの方が利用しているサービスです。今後は、高齢者人

口及び認定者数の変動や地域密着型サービスの充実に伴い、やや減少するもの

と見込んでいます。
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７．（介護予防）通所リハビリテーション

介護（回 年） 介護予防（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 介護老人保健施設等において、心身の機能維持を図り、日常生活の自立を助け

るための理学療法、作業療法等必要なリハビリテーションを行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、「介護」の区分では計画値を下回る利用となりまし

たが、「介護予防」については、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 本サービスは、心身機能の維持や改善の効果が期待される利用希望の高いサー

ビスであることから、本計画期間においては、特に介護予防の利用者増を見込

んでいます。

８．（介護予防）居宅療養管理指導

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 通院などが困難な利用者に対して、可能な限り居宅において自立した日常生活

を営み、利用者の療養生活の質の向上を図ることを目的として、医師、歯科医

師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、ニーズの高まりが見られました。

〇 本計画期間においても、利用の増加を見込んでいます。
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７．（介護予防）通所リハビリテーション

介護（回 年） 介護予防（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 介護老人保健施設等において、心身の機能維持を図り、日常生活の自立を助け

るための理学療法、作業療法等必要なリハビリテーションを行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、「介護」の区分では計画値を下回る利用となりまし

たが、「介護予防」については、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 本サービスは、心身機能の維持や改善の効果が期待される利用希望の高いサー

ビスであることから、本計画期間においては、特に介護予防の利用者増を見込

んでいます。

８．（介護予防）居宅療養管理指導

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 通院などが困難な利用者に対して、可能な限り居宅において自立した日常生活

を営み、利用者の療養生活の質の向上を図ることを目的として、医師、歯科医

師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、ニーズの高まりが見られました。

〇 本計画期間においても、利用の増加を見込んでいます。
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９．（介護予防）短期入所生活介護（療養介護含む）

（回 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者の心身機能の維持及び利用者家族の身体的・精神的負担の軽減を図るこ

とを目的として、特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴、排せつ、食

事などの介護、その他日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービスです。

〇 第８期計画期間においては、「介護」の区分ではほぼ計画値どおりの利用となり

ましたが、「介護予防」の区分では計画値を下回りました。

〇 本サービスは、利用者家族の負担軽減を図り在宅介護を支える重要なサービス

であることから、本計画期間においても引き続き一定のニーズがあるものと見

込んでいます。

１０．（介護予防）福祉用具貸与

（千円 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者の日常生活上の利便性を高め、介護者の負担軽減を図ることを目的とし

て、車いすや特殊寝台等の貸し出しを受けられるサービスです。

〇 第８期計画期間においては、計画値を上回る利用となりました。

〇 本サービスは、在宅において自立した日常生活を営む上でニーズが高いもので

す。本計画期間においては、引き続き高いニーズがあるものと見込んでいます。
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１１．（介護予防）福祉用具購入

（千円 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ ％ ％ ％

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 入浴又は排せつに使用する、貸与になじまない特定福祉用具を購入したときに、

費用を助成するサービスです。（同一年度内は 万円が上限）

〇 第８期計画期間においては、「介護」の区分ではほぼ計画値どおりの利用となり

ましたが、「介護予防」では計画値を大きく下回る利用となりました。

〇 本サービスは、在宅において自立した日常生活を営む上でニーズが高く、年々

需要が伸びていることから、本計画期間においても増加を見込んでいます。

１２．（介護予防）住宅改修

（千円 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者の日常生活での自立を助け、介護しやすい住宅環境を整えることにより、

要介護状態になることを予防します。自宅の手すりの取り付けや床段差の解消

など、介護予防を目的として小規模の住宅改修を行なった場合に、費用を助成

するサービスです。（原則として上限額は 万円）

〇 第８期計画期間においては、計画値を下回る利用となりました。

〇 要介護状態になることを予防する点からも重要なサービスであることから、本

計画期間においては、給付費の増加を見込んでいます。
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１１．（介護予防）福祉用具購入

（千円 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ ％ ％ ％

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 入浴又は排せつに使用する、貸与になじまない特定福祉用具を購入したときに、

費用を助成するサービスです。（同一年度内は 万円が上限）

〇 第８期計画期間においては、「介護」の区分ではほぼ計画値どおりの利用となり

ましたが、「介護予防」では計画値を大きく下回る利用となりました。

〇 本サービスは、在宅において自立した日常生活を営む上でニーズが高く、年々

需要が伸びていることから、本計画期間においても増加を見込んでいます。

１２．（介護予防）住宅改修

（千円 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 利用者の日常生活での自立を助け、介護しやすい住宅環境を整えることにより、

要介護状態になることを予防します。自宅の手すりの取り付けや床段差の解消

など、介護予防を目的として小規模の住宅改修を行なった場合に、費用を助成

するサービスです。（原則として上限額は 万円）

〇 第８期計画期間においては、計画値を下回る利用となりました。

〇 要介護状態になることを予防する点からも重要なサービスであることから、本

計画期間においては、給付費の増加を見込んでいます。
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１３．（介護予防）特定施設入居者生活介護

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ ％ ％ ％

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 介護付有料老人ホーム等に入居している高齢者に、施設内で能力に応じた自立

した生活ができるよう、入浴･排せつ･食事等、日常生活上の支援や介護、機能

訓練などを行うサービスです。

〇 第８期計画期間においては、計画値を下回る利用となりました。

〇 これまでの利用状況から、本計画期間においては、特に介護予防の利用者増を

見込んでいます。

第第２２節節 地地域域密密着着型型ササーービビスス

１．（介護予防）認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

（人 月） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 認知症の高齢者を対象に、家庭的な環境のもと共同生活を送りながら、介護や

日常生活上のケアや機能訓練を提供するサービスです。

〇 認知症対応型共同生活介護については、第８期計画期間中に２ユニット（

床）を整備し、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 本サービスは、高いニーズがあるサービスであり、本計画期間においても新た

な整備を予定していることから増加を見込んでいます。
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２． （介護予防）認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス）

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 認知症の高齢者を対象に、専門的なケアを提供し、認知症の症状の進行を緩和

することを目的とした通所介護サービスです。

〇 第８期計画期間において、（介護予防）認知症対応型通所介護については、計画

値を大きく下回る利用となりました。

〇 本計画期間においては、新たな整備は予定していないため、第８期計画期と同

程度の利用を見込んでいます。

３．（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ ％ ％

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 通所を中心に、利用者の状況や希望に応じて訪問・宿泊のサービスを組み合わ

せて多機能なサービスを提供するものです。

〇 第８期計画期間においては、新たな事業所が開設されたことから、計画値を上

回る利用となりました。

〇 本計画期間においては、新たな整備は予定されていないことから、前期計画期

間と同程度の利用者を見込んでいます。
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２． （介護予防）認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス）

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 認知症の高齢者を対象に、専門的なケアを提供し、認知症の症状の進行を緩和

することを目的とした通所介護サービスです。

〇 第８期計画期間において、（介護予防）認知症対応型通所介護については、計画

値を大きく下回る利用となりました。

〇 本計画期間においては、新たな整備は予定していないため、第８期計画期と同

程度の利用を見込んでいます。

３．（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ ％ ％

介護

予防

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 通所を中心に、利用者の状況や希望に応じて訪問・宿泊のサービスを組み合わ

せて多機能なサービスを提供するものです。

〇 第８期計画期間においては、新たな事業所が開設されたことから、計画値を上

回る利用となりました。

〇 本計画期間においては、新たな整備は予定されていないことから、前期計画期

間と同程度の利用者を見込んでいます。
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４．看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた、介護と医療の一体的なサ

ービスです。

〇 看護小規模多機能型居宅介護については第８期計画期間に新たな整備が進め

られましたが、開設時期の関係で、計画値をやや下回る利用となりました。

〇 今後、医療ニーズの高い高齢者の増加や、医療と介護の更なる連携が進むに伴

い不可欠なサービスとなることから、本計画期間においても一定の利用を見込

んでいます。

５．定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（人 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値 ４

達成率ｂ

〇 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を密接に連携させながら、短時間の

定期巡回型訪問と随時の介護・看護を提供するサービスです。

〇 第８期計画期間においては、整備を予定していたものの、事業者の新規参入が

なかったため計画値を大きく下回りました。

〇 本サービスは、地域における在宅介護・看護を 時間支援できるサービスで、

一定程度のニーズが見込まれることから、本計画期間においても、新たな整備

を予定しています。
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６．地域密着型通所介護

（回 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 平成 年度に県から市に移管された定員 人以下の通所介護です。小人数

で、通常の通所介護より地域に密着したサービスを提供します。

〇 第８期計画期間中に整備が進められたことにより、計画値を上回る利用となり

ました。

〇 多くの方が利用しているサービスであり、また、高齢者人口及び認定者数の更

なる増加が予想されることから、本計画期間においても前期計画期間と同程度

の利用を見込んでいます。
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６．地域密着型通所介護

（回 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 平成 年度に県から市に移管された定員 人以下の通所介護です。小人数

で、通常の通所介護より地域に密着したサービスを提供します。

〇 第８期計画期間中に整備が進められたことにより、計画値を上回る利用となり

ました。

〇 多くの方が利用しているサービスであり、また、高齢者人口及び認定者数の更

なる増加が予想されることから、本計画期間においても前期計画期間と同程度

の利用を見込んでいます。
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第第 節節 施施設設ササーービビスス

１．介護老人福祉施設

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 寝たきりや認知症など、日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護や

生活が困難な人が入所する施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活介護や

療養上の支援が受けられます。

〇 第８期計画期間においては、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 本計画期間においては、新たな整備は予定していませんが、今後、後期高齢者

の割合が高くなることが見込まれることから、本計画期間においても利用者の

増加を見込んでいます。

２．介護老人保健施設

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 医療施設などが整備されていて、在宅復帰を目指す施設です。状態が安定して

いる人が医師による医学的管理のもとで、医療上のケアやリハビリテーション、

食事、入浴など日常生活上の世話が受けられます。

〇 第８期計画期間においては、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 本計画期間においては、利用者数の大きな変動はないものと見込んでいます。
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３．介護療養型医療施設

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値 ７

達成率ｂ

〇 医療施設などに設置されていて、医学的管理のもとで長期の療養を必要とする

人のための施設です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられ

ます。

〇 平成 年介護保険法等改正により新たに創設された介護医療院への転換等を

受けて、第８期計画期間においては、計画値を大きく下回る利用となりました。

〇 本施設は、令和６年 月末までに廃止又は他施設への転換が決定されているこ

とから、利用者は見込んでいないものです。

４．介護医療院

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 長期にわたり療養が必要な要介護者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取

りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備え

た施設です。

〇 第８期計画期間においては、市内の医療療養病床の一部が介護医療院へ転換す

る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できませんでし

た。

〇 本計画期間においては、医療療養病床の一部転換を実施する予定であることか

ら、大幅な利用者の増加を見込んでいます。
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３．介護療養型医療施設

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値 ７

達成率ｂ

〇 医療施設などに設置されていて、医学的管理のもとで長期の療養を必要とする

人のための施設です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられ

ます。

〇 平成 年介護保険法等改正により新たに創設された介護医療院への転換等を

受けて、第８期計画期間においては、計画値を大きく下回る利用となりました。

〇 本施設は、令和６年 月末までに廃止又は他施設への転換が決定されているこ

とから、利用者は見込んでいないものです。

４．介護医療院

（人 年）

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 長期にわたり療養が必要な要介護者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取

りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備え

た施設です。

〇 第８期計画期間においては、市内の医療療養病床の一部が介護医療院へ転換す

る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できませんでし

た。

〇 本計画期間においては、医療療養病床の一部転換を実施する予定であることか

ら、大幅な利用者の増加を見込んでいます。
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第第 節節 介介護護予予防防・・生生活活支支援援ササーービビスス事事業業

１．訪問型サービス

（回 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

事業

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 介護予防を推進するため、高齢者宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

なお、緩和型サービスは生活援助のみを実施します。また、短期集中予防訪問

サービスにより、理学療法士等による相談、指導等を行います。

〇 第８期計画期間においては、計画値をやや下回る利用となりました。

〇 在宅生活を継続するうえで重要なサービスですが、近年の利用は減少傾向にあ

ります。本計画期間においては、現状と同程度の利用を見込んでいます。

２．通所型サービス

（回 年） 

区 分
第８期計画 第９期計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

事業

計画値

実績値

達成率ｂ

〇 心身の機能低下の予防や改善を目的として、日帰り介護施設（デイサービスセ

ンター）等において、生活支援や、機能訓練、レクリエーション等を行うサー

ビスです。（緩和型サービスは半日デイサービスで実施）

〇 第８期計画期間においては、ほぼ計画値どおりの利用となりました。

〇 介護予防の意識が高まる中、本計画期間においても利用の増加が見込まれます。
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第第５５節節 介介護護保保険険料料

１．第 号被保険者の介護保険料の額

〇 安定した介護保険運営のため、一定程度介護給付費準備基金を確保しつつ、現状

の介護保険料水準からの上昇を抑制する、という視点から、第８期計画期間と同

額とします。

第９期介護保険料基準額 年額 ７９，２００円 （月額 円）

．介護保険料の算出方法

〇 介護保険料は、以下の手順で算出します。詳しくは、資料編「介護保険料と介護

給付費等の推計資料」をご覧ください。

 第９期計画期間必要額の推計

〇 第９期計画期間である令和６年度から令和８年度における介護給付費及

び地域支援事業費の見込額を積算します。

〇 積算に当たっては、高齢者を含む本市の人口推計や要介護・要支援認定者

数、介護サービス提供量の見込み等を基に、国が提供する地域包括ケア

「見える化」システムにより推計しました。

〇 以下の表のとおり、第９期計画期間中の介護給付費と地域支援事業費と

の合計（第９期計画期間中に必要とする額）は、約 億円と見込みま

した。

千円

区 分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計

介護給付費

地域支援事業費

合 計

 第１号被保険者の負担額

〇 国・県・市、第 号被保険者（ 歳以上）、及び第 号被保険者（

～ 歳）が負担する割合は、下図のとおり決められています。

※ 地域支援事業については、総合事業と包括的支援事業、任意事業でそれぞれ

負担割合が異なります。

〇 第１号被保険者全体で負担する額は、 年間で約 億円と試算します。

歳以上

％

歳～ 歳

％

国

％

県

％

市

％

保険料 ％ 公費 ％
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 介護給付費準備基金の繰入れ

〇 介護給付費準備基金を取り崩し、第１号被保険者全体で負担する額を低

減することで、介護保険料の抑制を図ります。

〇 第９期計画では、可能な限り介護保険料の上昇を抑制するため、 年間に

約６億１千万円を繰り入れます。繰入れ後の第１号被保険者負担額は約

０億９千万円です。

 被保険者数の推計と保険料の算出

〇 第１号被保険者数を約 人（ 年間平均）と見込みます。

〇 第１号被保険者負担額を被保険者数で除したうえで、所得等に応じた所得

段階区分の人数などを推計し、保険料基準額を算出します。

．所得段階の変更

〇 介護保険制度の改定に伴い、介護保険料の所得段階区分を、これまでの 段

階から 段階に変更します。なお、段階及び段階を区分する所得金額は、国

が示すものと同様とします。

〇 これまで、低所得者への配慮として、第２、第３、第４、第６の各所得段階の

保険料について、国が示す割合より低い割合としていましたが、今回の所得段

階の変更後も継続します。

〇 第１段階から第３段階までの保険料については、国、県、市の負担により保険

料の低減を図ります。

〇 第９期計画期間の所得段階及び各段階の保険料は、次ページのとおりとなりま

す。

 

億円

基金繰入れ

億 千万円

負担対象額

億 千万円
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〇第９期計画期間における第１号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料

第８期計画期間（令和３年度～令和５年度） 第９期計画期間（令和６年度～令和８年度）

算定方法 算定方法

基準額 基準額

×0.3 ×0.285

基準額 基準額

×0.35 ×0.335

基準額 基準額

×0.65 ×0.635

基準額 基準額

×0.85 ×0.85

基準額 基準額

×1.0 ×1.0

基準額 基準額

×1.15 ×1.15

基準額 基準額

×1.3 ×1.3

基準額 基準額

×1.5 ×1.5

基準額 基準額

×1.7 ×1.7

基準額 基準額

×1.9 ×1.9

基準額

×2.1

基準額

×2.3

基準額

×2.4

本人が市民税課税
（合計所得金額320万円未満）

課税世帯で本人が市民税
非課税
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円以下）

本人が市民税課税
（合計所得金額420万円未満）

本人が市民税課税
（合計所得金額520万円未満）

本人が市民税課税
（合計所得金額210万円未満）

介護保険料
（年額）

段階 対象者区分

市民税非課税世帯
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円を超え120万
円以下）

生活保護受給者等
市民税非課税世帯
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円以下）

本人が市民税課税
（合計所得金額400万円以上）

本人が市民税課税
（合計所得金額320万円未満）

本人が市民税課税
（合計所得金額400万円未満）

本人が市民税課税
（合計所得金額210万円未満）

本人が市民税課税
（合計所得金額120万円未満）

課税世帯で本人が市民税非課税
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円を超える）

対象者区分段階

課税世帯で本人が市民税非課税
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円以下）

生活保護受給者等
市民税非課税世帯
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円以下）

市民税非課税世帯
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円を超え120万
円以下）

市民税非課税世帯
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が120万円を超える）

介護保険料
（年額）

本人が市民税課税
（合計所得金額720万円未満）

本人が市民税課税
（合計所得金額720万円以上）

市民税非課税世帯
（その他の合計所得金額＋課税
年金収入額が120万円を超える）

課税世帯で本人が市民税
非課税
（その他の合計所得金額＋
課税年金収入額が80万円を
超える）

本人が市民税課税
（合計所得金額620万円未満）

本人が市民税課税
（合計所得金額120万円未満）

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→
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